
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

  

 

京都市子ども・子育て会議 

１１１１    趣旨趣旨趣旨趣旨・・・・目的目的目的目的    
        子ども・子育てに関する総合的な施策の調査・審議及び進行管理を行
う。必要に応じて専門部会を設置し，専門事項を調査・審議する。 

 
２２２２    概概概概    要要要要    
  設置年月日：平成２５年７月２２日 
  設置根拠：京都市子ども・子育て会議条例及び同条例施行規則 
  委員構成：学識経験者等，３０名以内の委員により構成（現在３０名）。 
       必要に応じ特別委員を置く（会長，副会長は互選）。 

委員任期：２年（補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。） 
現委員の委嘱期間：平成２９年７月２２日から平成３１年７月２１日 
 

３３３３    現京都市未来現京都市未来現京都市未来現京都市未来子子子子どもはぐくみどもはぐくみどもはぐくみどもはぐくみプランプランプランプラン策定策定策定策定時時時時のののの体制体制体制体制図図図図    

京都市青少年活動推進協議会 

１１１１    趣旨趣旨趣旨趣旨・・・・目的目的目的目的    
        青少年に関する総合的な施策の調査・審議及び進行管理を行う。必要に応じ 
 て専門委員会を設置し，専門事項を調査・審議する。    
 

２２２２    概概概概    要要要要    
  設置年月日：昭和２８年１２月２４日 
  設置根拠：地方青少年問題協議会法，京都市青少年活動推進協議会条例 
  委員構成：学識経験者等，２０名以内の委員により構成（現在１９名）。 
       必要に応じ特別委員を置く（会長，副会長は互選）。 
  委員任期：２年（補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。） 
  現委員の委嘱期間：平成２８年１２月１日から平成３０年１１月３０日  
 
３３３３    現現現現ユースアクションプランユースアクションプランユースアクションプランユースアクションプラン策定時策定時策定時策定時のののの体制図体制図体制図体制図    
    

 

 

別紙２ 

【全体会議】（年１～２回程度） 
 ○ 妊娠・出産，乳幼児から若者までの「切れ目ない支援」を実現するための調査・審議を行う。 

 ○ 新計画全体に係る事項について審議 

 ○ 定数３０名の委員で構成 

 ○ 各部会の審議内容を報告（新計画の詳細の検討及び現計画の進捗管理） 
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京都市はぐくみ推進審議会 

 

子ども 
（０歳～おおむね１８歳未満） 
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【部 会】 
 ○ 子ども・若者の健全育成や活動促進等に係る事項について検討する部会と,特別な支援が必要

な子ども・若者に係る事項について検討する部会を設置する。 

 ○ 新計画策定に係り，検討すべき課題について個別又は横断的に審議することとし，平成３０年

度から平成３１年度にかけて集中的に審議を行う。 

 ○ 専門的に調査・審議するため，必要に応じて特別委員を委嘱する。 

 ○ 審議内容が複数の部会に関係する場合，共同部会を開催する。 

 ○ 新計画策定後に見直しを行い，特に必要と認める部会のみを設置する。 

若者 
（おおむね１３歳～３０歳代） 

児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉分科会分科会分科会分科会    


